
建設工事における監理技術者等の適正な配置について（改正） 

日 置 市 
建設工事の適正な施工を確保するため、本市の発注する建設工事に設置する監理技術者及び主

任技術者(以下、｢監理技術者等｣という。)の取扱について、｢監理技術者制度運用マニュアルにつ

いて(平成16年３月１日国土交通省総合政策局建設産業課長通知)｣に基づき、令和７年２月に一部

改正となりましたので、下記のとおり通知します。 

                      記 

１ 監理技術者等の適正配置について 

請負者は、建設業法に従い、以下の事項を遵守してください。 

(1) 請負金額が4,500 万円（建築一式工事は9,000 万円）以上の建設工事を施工するに当たっ

ては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置すること。(ただし、建設業法施行令第27条第

２項による特例あり) 

(2) 上記(1)のうち、下請負代金の合計金額が5,000 万円（建築一式工事は8,000 万円）以上と

なる場合については、主任技術者に代えて専任の監理技術者(監理技術者資格者証の交付を受

けている者に限る。) を配置すること。 

 

２ 監理技術者等の雇用関係の確認方法について 

(1) 配置予定の技術者は、当該請負業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要であり、恒

常的な雇用関係とは、入札の執行日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。 

(2) 雇用関係については、｢監理技術者資格者証(表裏)｣(監理技術者に限る)、所属建設業者が

特定できる｢健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書｣、｢住民税特別徴収税額通知

書｣、「所属会社の雇用証明書（任意様式）」等の写しの提出により確認します。 

(3) 提出方法については、入札後契約締結前に提出する｢現場代理人等選任通知書｣に添付して

ください。なお、雇用確認書類については、「本人氏名」「生年月日」「事業所の所在地・

名称」「資格取得年月日」「書類の発行（交付）年月日」以外の項目は必要ありません。 

  ※必要な項目以外はマスキング（黒塗り等）を施した上で提出をお願いします。 

 

３ 営業所における専任の技術者の取扱について 

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤し専らその職務に従事しなければならないた

め、工事現場の監理技術者等になることはできません。ただし、その営業所において請負契約

が締結された建設工事であること、営業所に近接した場所の工事であって当該工事の専任を要

しない工事などのいくつかの要件を全て満たすことで兼務することが可能です。 

 

４ 入札参加に当たっての留意事項について 

(1) 入札に当たっては、必要となる監理技術者等の配置について上記１から３に基づき、十分

な検討を行った上で参加してください。 監理技術者等が配置できない場合は、辞退届の提出

により必ず入札を辞退してください。 

(2) 受注希望型の入札への参加に当たっては、参加申込書に記載する配置予定技術者につい

て、その後に変更が生じないよう十分な検討を行った上で申し込んでください。 

(3) 監理技術者等の配置において不正行為等が明らかになった場合には、建設業法の規定に基

づく処分のほか、本市の指名停止措置を受けることになります。 


